
一
号

外

一�
平

成
十
九
年

六

月
十
八
日

昭
和
五
十
五
年
七
月
一
日
前
に
設
置
さ
れ
て
い
る
指

指
定
地
域
内
事
業
場
の
区
分

総
量
規
制
基
準

目

次

告

示

○
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準

(

地
球
環
境
課)

一
ペ
ー
ジ

○
窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準

(

同

)

一
二

○
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準

(

同

)

二
一

公

示

○
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
総
量
削
減
計
画
の
決
定

(

同

)

二
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

水
質
汚
濁
防
止
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
の
五

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八

号)

別
表
第
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
の
特
定
事
業
場
で
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の

量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の(

以
下｢

指
定
地
域
内
事
業
場｣

と
い
う
。)

か
ら
排
出
さ
れ

る
排
出
水
の
汚
濁
負
荷
量
に
つ
い
て
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
四

年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
Cc
、
Cco
、
Cci
及
び
Ccj(

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
後
に
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

施
設(

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
含
む
。
以
下｢

特
定
施
設｣

と
い
う
。)

の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量(

以
下｢

増
加
す
る
特
定
排
出
水
の

量｣

と
い
う
。)

に
対
応
す
る
Ccj
を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区

分
ご
と
の
値
並
び
に
Qci
及
び
Qcj(｢

増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量｣

を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
の

区
分
ご
と
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

( ) 平成19年６月18日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日



四 三 二

昭
和
五
十
六
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
昭
和
五
十

七
年
七
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と

な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

昭
和
五
十
六
年
改
正
政

令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内

事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、
同
日

前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

さ
れ
た
も
の
を
含
む
。)

の
う
ち
、
同
日
以
後
に
法

第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

特
定
施
設
が
設
置
さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等

の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
及
び
昭
和
五
十
六
年
改
正
政

令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
及
び
瀬
戸
内
海
環
境
保
全

特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令(
昭

和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
。
以
下｢

昭
和

五
十
六
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り

昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域
内

事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

昭
和
五
十
六

年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指

定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う

ち
、
同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
四
の
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

昭
和
五
十
五
年
七
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設

置
さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ

た
指
定
地
域
内
事
業
場(

工
場
又
は
事
業
場
で
、
同

日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更

に
よ
り
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
も
の

を
含
む
。)

及
び
同
日
以
後
に
法
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
に
よ
り
新
た

に
設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場(
三
の
項
か
ら

十
八
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

定
地
域
内
事
業
場(

同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

も
の
を
含
み
、
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10�

七 六 五

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
及
び
瀬
戸
内
海
環
境
保
全

特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令(

昭

和
六
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下｢

昭
和

六
十
三
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り

平
成
元
年
四
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業

場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

昭
和
六
十
三
年
改

正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地

域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
八
の
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

昭
和
五
十
七
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
昭
和
五
十

八
年
一
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と

な
っ
た
事
業
場(

昭
和
五
十
七
年
改
正
政
令
の
施
行

に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と

な
っ
た
事
業
場
の
う
ち
、
同
日
前
に
法
第
五
条
又
は

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。)

の
う
ち
、
同
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置
さ
れ
、

又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
及

び
昭
和
五
十
七
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以

後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
事
業
場

(

同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

昭
和
五
十
七
年
政
令
第
百
五
十
七
号
。
以
下

｢

昭

和
五
十
七
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ

り
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域

内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

昭
和
五
十

七
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に

指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の

う
ち
、
同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
六
の
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

同
日
前
に
法

第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。)

Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10�
号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年６月18日 ( )２



十
二

十
一

十 九 八

平
成
三
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定
地

域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

平
成
三
年
十
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置
さ

れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た
も

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
三
年
政
令
第
二
百
四
十
号
。
以
下

｢

平
成
三

年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り
新
た
に

指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場

(

十
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

平
成
二
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定
地

域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

平
成
三
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置
さ

れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た
も

の
及
び
平
成
二
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以

後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又

は
事
業
場

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令(

平
成
二
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
。
以
下｢

平

成
二
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り
新

た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業

場(

十
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

昭
和
六
十
三
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
平
成
元
年

四
月
一
日
前
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ

た
工
場
又
は
事
業
場(

昭
和
六
十
三
年
改
正
政
令
の

施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業

場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、
同
日
前
に

法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ

た
も
の
を
含
む
。)

の
う
ち
、
同
日
以
後
に
法
第
五

条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定

施
設
が
設
置
さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変

更
が
さ
れ
た
も
の
及
び
昭
和
六
十
三
年
改
正
政
令
の

施
行
に
よ
り
同
日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業

場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場(

同
日
前
に
法
第
五

条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の

を
除
く
。)

Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10�

十
八

十
七

十
六

十
五

十
四

十
三

平
成
十
三
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定

地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

平
成
十
三
年
七
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下

｢

平
成
十

三
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り
新
た

に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場

(
十
八
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

平
成
十
一
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定

地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

平
成
十
二
年
三
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

も
の
及
び
平
成
十
一
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同

日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工

場
又
は
事
業
場

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下

｢

平
成

十
一
年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り
新

た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業

場(

十
六
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

平
成
十
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定
地

域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、

平
成
十
年
六
月
十
七
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

も
の
及
び
平
成
十
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日

以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場

又
は
事
業
場

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
十
年
政
令
第
百
七
十
三
号
。
以
下

｢

平
成
十

年
改
正
政
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
よ
り
新
た
に

指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場

(

十
四
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

の
及
び
平
成
三
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以

後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又

は
事
業
場

Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10� Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10� Lc

＝C
c

・Q
c

×10�
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整
理
番
号

業
種
そ
の
他
の
区
分

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

も
の
及
び
平
成
十
三
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同

日
以
後
に
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工

場
又
は
事
業
場� 化

学
的
酸
素
要

求
量

(

単
位

一
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き
ミ

リ
グ
ラ
ム)��
備

考

Lc

＝(C
cj

・Q
cj

＋C
ci

・

Q
ci

＋C
co

・Q
co
)

×10�

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

一
五

一
四

一
三

一
二

一
一

一
〇 九 八 七 六 五 四 三 二

食
酢
製
造
業

ソ
ー
ス
製
造
業

う
ま
み
調
味
料
製
造
業

し
ょ
う
油
・
食
用
ア
ミ
ノ
酸
製

造
業

味
そ
製
造
業

野
菜
漬
物
製
造
業

野
菜
缶
詰
・
果
実
缶
詰
・
農
産

保
存
食
料
品
製
造
業

水
産
食
料
品
製
造
業(

八
の
項

か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
魚
介
類
塩
干
・
塩
蔵

品
製
造
業
を
含
む
。)

冷
凍
水
産
食
品
製
造
業

冷
凍
水
産
物
製
造
業

水
産
練
製
品
製
造
業(

前
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

魚
肉
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
製
造

業 寒
天
製
造
業

水
産
缶
詰
・
瓶
詰
製
造
業

畜
産
食
料
品
製
造
業(

前
二
項

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

乳
製
品
製
造
業

肉
製
品
製
造
業

非
金
属
鉱
業

天
然
ガ
ス
鉱
業

畜
産
農
業

三
〇

二
〇

八
〇

八
〇

六
〇

七
〇

五
〇

四
〇

三
〇

一
二
〇

四
〇

五
〇

五
〇

四
〇

二
〇

六
〇

一
一
〇

三
〇

二
〇

七
〇

七
〇

六
〇

六
〇

四
〇

四
〇

三
〇

一
〇
〇

四
〇

五
〇

三
〇

四
〇

二
〇

六
〇

八
〇

三
〇

二
〇

四
〇

三
〇

四
〇

五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

一
〇
〇

三
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

六
〇

七
〇

平
成
八
年
九
月
一
日
前
の
特
定
施

設
に
係
る
量
に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄�
の
値
は
、
三
〇
と
す
る
。

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
式
に
お
い
て
、
Lc
、
Cc
、
Qc
、
Ccj
、
Cci
、
Cco
、
Qcj
、
Qci
及
び
Qco
は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Lc

排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量(

単
位

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム)

Cc

別
表
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
欄(

以
下｢

第
三
欄｣

と
い
う
。)�
に
掲
げ
る
化
学
的
酸
素
要

求
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qc

特
定
排
出
水
の
量(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Ccj

第
三
欄�
に
掲
げ
る
化
学
的
酸
素
要
求
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Cci

第
三
欄�
に
掲
げ
る
化
学
的
酸
素
要
求
量(
単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Cco

Cc
と
同
じ
値(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qcj

平
成
三
年
七
月
一
日(

十
二
の
項
に
あ
っ
て
は
平
成
三
年
十
月
一
日
、
十
四
の
項
に
あ
っ
て
は

平
成
十
年
六
月
十
七
日
、
十
六
の
項
に
あ
っ
て
は
平
成
十
二
年
三
月
一
日
、
十
八
の
項
に
あ
っ
て

は
平
成
十
三
年
七
月
一
日)

以
後
に
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
し
た
又

は
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量(

同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
又
は
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業

場
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
排
出
水
の
量)
(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Qci

昭
和
五
十
五
年
七
月
一
日(

四
の
項
に
あ
っ
て
は
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
、
六
の
項
に
あ
っ

て
は
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
、
八
の
項
に
あ
っ
て
は
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
、
十
の
項
に
あ
っ

て
は
平
成
三
年
四
月
一
日)

か
ら
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構

造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
し
た
特
定
排
出
水
の
量(

同
期
間
に
設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
排
出
水
の
量(

Qcj
を
除
く
。))

(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー

ト
ル)

Qco

特
定
排
出
水
の
量(

Qcj
及
び
Qci
を
除
く
。)(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

別
表化

学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年６月18日 ( )４



四
三

四
二

四
一

四
〇

三
九

三
八

三
七

三
五

三
四

三
三

三
二

三
一

三
〇

二
九

二
八

二
七

二
六

二
五

二
四

二
三

二
二

ビ
ー
ル
製
造
業

果
実
酒
製
造
業

清
涼
飲
料
製
造
業

そ
う(

惣)

菜
製
造
業
の
う
ち

煮
豆
の
製
造
に
係
る
も
の

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

あ
ん
類
製
造
業

豆
腐
・
油
揚
製
造
業

め
ん
類
製
造
業

穀
類
で
ん
ぷ
ん
製
造
業

ふ
く
ら
し
粉
・
イ
ー
ス
ト
・
そ

の
他
の
酵
母
剤
製
造
業

食
用
油
脂
加
工
業

動
物
油
脂
製
造
業

植
物
油
脂
製
造
業

パ
ン
・
菓
子
製
造
業(

二
五
の

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

米
菓
製
造
業

ビ
ス
ケ
ッ
ト
類
・
干
菓
子
製
造

業 生
菓
子
製
造
業

パ
ン
製
造
業

小
麦
粉
製
造
業

ぶ
ど
う
糖
・
水
あ
め
・
異
性
化

糖
製
造
業

砂
糖
精
製
業

三
〇

五
〇

三
〇

五
〇

六
〇

五
〇

四
〇

六
〇

五
〇

四
〇

五
〇

六
〇

四
〇

五
〇

三
〇

三
〇

九
〇

四
〇

三
〇

四
〇

三
〇

三
〇

六
〇

四
〇

三
〇

五
〇

五
〇

四
〇

四
〇

六
〇

四
〇

五
〇

三
〇

三
〇

六
〇

四
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

五
〇

三
〇

三
〇

四
〇

四
〇

三
〇

三
〇

五
〇

三
〇

四
〇

二
〇

三
〇

三
〇

三
〇

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
五

五
一

五
〇

四
九

四
八

四
七

四
六

四
五

四
四

繊
維
工
業
で
織
物
手
加
工
染
色

整
理
工
程(
染
色
整
理
工
程
付

繊
維
工
業
で

織
物
機
械
染

色
整
理
工
程

(

染
色
整
理

工
程
付
帯
加

工
処
理
工
程

を
含
む
。)
に
係
る
も
の

(
前
項
に
掲

げ
る
も
の
を

除
く
。)

繊
維
工
業
で
毛
織
物
機
械
染
色

整
理
工
程(

の
り
抜
き
、
精
練

漂
白
、
シ
ル
ケ
ッ
ト
加
工
そ
の

他
の
染
色
整
理
工
程
に
付
帯
し

て
行
わ
れ
る
加
工
処
理
工
程

(

以
下

｢

染
色
整
理
工
程
付
帯

加
工
処
理
工
程｣

と
い
う
。)

を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
麻
製
繊
工
程
に
係

る
も
の

繊
維
工
業(

五
一
の
項
に
掲
げ

る
も
の
及
び
衣
服
そ
の
他
の
繊

維
製
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。)

で
整
毛
工
程
に

係
る
も
の

生
糸
製
造
業(

副
蚕
糸
精
練
業

を
含
む
。)

た
ば
こ
製
造
業

有
機
質
肥
料
製
造
業

単
体
飼
料
製
造
業

配
合
飼
料
製
造
業

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
製
造

業 蒸
留
酒
・
混
成
酒
製
造
業

清
酒
製
造
業

イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

一
二
〇

一
二
〇

一
一
〇

四
〇

九
〇

八
五

四
〇

三
〇

二
〇

六
〇

七
〇

九
〇

一
〇
〇

九
〇

四
〇

九
〇

八
〇

三
〇

二
〇

二
〇

四
〇

四
〇

九
〇

八
〇

八
〇

三
〇

九
〇

八
〇

三
〇

二
〇

二
〇

二
〇

三
〇

( ) 平成19年６月18日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



七
七

七
六

七
五

七
一

六
九

六
八

六
七

六
六

六
五

六
四

六
三

六
二

六
一

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
サ
ル
フ
ァ

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
溶
解
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

木
材
薬
品
処
理
業

合
板
製
造
業(

集
成
材
製
造
業

を
含
む
。)

又
は
パ
ー
テ
ィ
ク

ル
ボ
ー
ド
製
造
業

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ
ッ
プ

製
造
業

繊
維
工
業(

五
五
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
工
業
で
繊
維
製
衛
生
材
料

製
造
工
程
に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
上
塗
り
し
た
織
物

及
び
防
水
し
た
織
物
製
造
工
程

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
フ
エ
ル
ト
製
造
工

程
に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
不
織
布
製
造
工
程

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
繊
維
雑
品
染
色
整

理
工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯

加
工
処
理
工
程
を
含
む
。)

に

係
る
も
の

繊
維
工
業
で

ニ
ッ
ト
・
レ
ー

ス
染
色
整
理

工
程(

染
色

整
理
工
程
付

帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
綿
状
繊
維
・
糸
染

色
整
理
工
程(

染
色
整
理
工
程

付
帯
加
工
処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

帯
加
工
処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

六
〇

七
〇

二
〇

三
〇

五
〇

九
〇

四
〇

九
〇

一
二
〇

一
〇
〇

九
〇

一
〇
〇

六
〇

七
〇

二
〇

三
〇

四
〇

七
〇

四
〇

八
〇

一
〇
〇

七
〇

六
〇

八
〇

六
〇

六
〇

二
〇

三
〇

四
〇

四
〇

四
〇

七
〇

八
〇

六
〇

五
〇

六
〇

接
着
機
洗
浄
水
を
循
環
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

二
〇
、
二
〇
、
二
〇
と
す
る
。

平
成
八
年
九
月
一
日
前
の
特
定
施

設
に
係
る
量
に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄�
の
値
は
、
六
〇
と
す
る
。

八
三

八
二

八
一

八
〇

七
九

七
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
古
紙
を
原

料
と
す
る
パ
ル
プ
製
造
工
程
に

係
る
も
の(
次
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造

業
、
洋
紙
製

造
業
又
は
板

紙
製
造
業
で

さ
ら
し
ク
ラ

フ
ト
パ
ル
プ

製
造
工
程

(

前
工
程
の

未
さ
ら
し
ク

ラ
フ
ト
パ
ル

プ
製
造
工
程

を
含
む
。)
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し

ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ
製
造
工
程
に

係
る
も
の(

次
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
さ
ら
し
ケ

ミ
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程

(

前
工
程
の
未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ

ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含

む
。)

又
は
さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ

カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程(

前
工

程
の
未
さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル

パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し

ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工

程
又
は
未
さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ

ル
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の(

次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
製
造
工
程
、
リ
フ
ァ
イ

ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工

程
又
は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ

ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

イ
ト
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る

も
の

イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

七
〇

一
〇
〇

一
〇
〇

六
〇

八
〇

七
〇

五
〇

六
〇

一
〇
〇

九
〇

五
〇

八
〇

七
〇

五
〇

五
〇

七
〇

七
〇

四
〇

八
〇

七
〇

五
〇
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八
八

八
七

八
六

八
五

八
四

パ
ル
プ
製
造

業
、
洋
紙
製

造
業
又
は
板

紙
製
造
業
で

板
紙
製
造
工

程
に
係
る
も

パ
ル
プ
製
造

業
、
洋
紙
製

造
業
又
は
板

紙
製
造
業
で

洋
紙
製
造
工

程
に
係
る
も

の(

前
項
に

掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ

ン
ド
パ
ル
プ
又
は
サ
ー
モ
メ
カ

ニ
カ
ル
パ
ル
プ
を
主
原
料
と
す

る
洋
紙
製
造
工
程(

前
工
程
の

グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、
リ
フ
ァ
イ

ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
又
は
サ
ー

モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工

程
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業

又
は
板
紙
製
造
業
で
木
材
又
は

古
紙
以
外
の
も
の
を
原
料
と
す

る
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の パ
ル
プ
製
造

業
、
洋
紙
製

造
業
又
は
板

紙
製
造
業
で

古
紙
を
原
料

と
し
脱
イ
ン

キ
又
は
漂
白

を
行
う
パ
ル

プ
製
造
工
程

(

前
工
程
の

離
解
工
程
を

含
む
。)

に

係
る
も
の

ア イ ア イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

五
〇

四
〇

三
〇

五
〇

一
一
〇

一
三
〇

一
二
〇

五
〇

三
〇

三
〇

四
〇

一
一
〇

一
〇
〇

九
〇

五
〇

二
〇

二
〇

四
〇

七
〇

九
〇

九
〇

一
〇
四

一
〇
三

一
〇
二

一
〇
一

一
〇
〇

九
七

九
六

九
五

九
四

九
三

九
二

九
一

九
〇

八
九

化
学
肥
料
製
造
業(

前
二
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

複
合
肥
料
製
造
業

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥
料
製
造

業 製
版
業

印
刷
業(

新
聞
そ
の
他
の
出
版

物
を
印
刷
す
る
も
の
を
含
む
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
紙
製
造
業
又

は
紙
加
工
品
製
造
業(

七
六
の

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

繊
維
板
製
造
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

乾
式
法
に
よ
る
繊
維
板
製
造
業

セ
ロ
フ
ァ
ン
製
造
業

重
包
装
紙
袋
製
造
業

段
ボ
ー
ル
製
造
業

塗
工
紙
製
造
業

手
す
き
和
紙
製
造
業

機
械
す
き
和

紙
製
造
業

の

イ ア イ

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。 〇

〇
〇�未満の事業場に限る。

三
〇

五
〇

五
〇

九
〇

四
〇

三
〇

七
〇

三
〇

二
〇

九
〇

八
〇

七
〇

六
〇

三
〇

五
〇

三
〇

九
〇

四
〇

三
〇

七
〇

三
〇

二
〇

九
〇

八
〇

七
〇

六
〇

三
〇

五
〇

三
〇

六
〇

四
〇

三
〇

七
〇

二
〇

二
〇

八
〇

七
〇

七
〇

五
〇

パ
ル
プ
製
造
工
程
を
有
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

一
一
〇
、
九
〇
、
七
〇
と
す
る
。

パ
ル
プ
製
造
工
程
を
有
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

一
〇
〇
、
八
〇
、
七
〇
と
す
る
。
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一
一
一

一
一
〇

一
〇
九

一
〇
八

一
〇
七

一
〇
六

一
〇
五

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業

で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
に

係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業

で
環
式
中
間
物
・
合
成
染
料
・

有
機
顔
料
製
造
工
程
に
係
る
も

の 石
油
化
学
系

基
礎
製
品
製

造
業
で
脂
肪

族
系
中
間
物

製
造
工
程
に

係
る
も
の

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

(

一
〇
五
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

無
機
顔
料
製
造
業

電
炉
工
業

ソ
ー
ダ
工
業

イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

三
〇

五
〇

九
〇

八
〇

四
〇

二
〇

三
〇

五
〇

八
〇

七
〇

四
〇

二
〇

二
〇

三
〇

五
〇

五
〇

三
〇

二
〇

一

乳
化
重
合
法
に
よ
る
合
成
ゴ

ム
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

メ
チ
ル
メ
タ
ク
リ
レ
ー
ト
樹
脂
又

は
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
・
ブ
タ
ジ

エ
ン
・
ス
チ
レ
ン
共
重
合
樹
脂
の

製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序

に
従
い
、
七
〇
、
七
〇
、
七
〇
と

す
る
。

合
成
染
料
又
は
合
成
染
料
中
間
物

の
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順

序
に
従
い
、
一
九
〇
、
一
九
〇
、

一
八
〇
と
す
る
。

一

青
酸
誘
導
品
含
有
排
水
を
排

出
す
る
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
二
一
〇
、
二

一
〇
、
一
九
〇
と
す
る
。

二

塩
素
化
合
物
触
媒
を
用
い
た

ア
セ
ト
ン
又
は
ア
セ
ト
ア
ル
デ

ヒ
ド
の
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

欄
の
順
序
に
従
い
、
一
〇
〇
、

八
〇
、
八
〇
と
す
る
。

三

エ
ピ
ク
ロ
ル
ヒ
ド
リ
ン
製
造

工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の

値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序

に
従
い
、
一
四
〇
、
一
四
〇
、

一
三
〇
と
す
る
。

一

硫
化
鉄
鉱
を
原
料
と
す
る
酸

化
鉄

(

顔
料
を
除
く
。)

製
造

工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の

�
の
値
は
、
四
〇
と
す
る
。

二

希
硫
酸
に
よ
る
二
酸
化
硫
黄

の
洗
浄
工
程
を
有
す
る
硫
酸
製

造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順

序
に
従
い
、
五
〇
、
五
〇
、
五

〇
と
す
る
。

黄
鉛
製
造
工
程
を
有
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
六

〇
、
六
〇
、
五
〇
と
す
る
。

一
一
九

一
一
八

一
一
七

一
一
六

一
一
五

一
一
四

一
一
三

一
一
二

環
式
中
間
物
・
合
成
染
料
・
有

機
顔
料
製
造
業

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業

発
酵
工
業

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
業

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業

(

一
〇
九
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業

で
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
工

程(

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
工

程
、
環
式
中
間
物
・
合
成
染
料
・

有
機
顔
料
製
造
工
程
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
造
工
程
及
び
合
成
ゴ

ム
製
造
工
程
を
除
く
。)

に
係

る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業

で
合
成
ゴ
ム
製
造
工
程
に
係
る

も
の

五
〇

一
二
〇

一
二
〇

三
〇

六
〇

六
〇

六
〇

四
〇

五
〇

一
二
〇

一
一
〇

三
〇

六
〇

五
〇

五
〇

四
〇

三
〇

一
二
〇

一
一
〇

二
〇

五
〇

四
〇

五
〇

四
〇

合
成
染
料
又
は
合
成
染
料
中
間
物

の
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順

序
に
従
い
、
一
九
〇
、
一
九
〇
、

一
九
〇
と
す
る
。

一

青
酸
誘
導
品
含
有
排
水
を
排

出
す
る
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
二
一
〇
、
二

一
〇
、
一
九
〇
と
す
る
。

二

塩
素
化
合
物
触
媒
を
用
い
た

ア
セ
ト
ン
又
は
ア
セ
ト
ア
ル
デ

ヒ
ド
の
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

欄
の
順
序
に
従
い
、
一
〇
〇
、

八
〇
、
八
〇
と
す
る
。

三

エ
ピ
ク
ロ
ル
ヒ
ド
リ
ン
製
造

工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の

値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序

に
従
い
、
一
四
〇
、
一
三
〇
、

一
三
〇
と
す
る
。

一

有
機
ゴ
ム
薬
品
製
造
工
程
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

二
七
〇
、
二
六
〇
、
二
六
〇
と

す
る
。

二

有
機
農
薬
原
体
製
造
工
程
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

一
八
〇
、
一
八
〇
、
一
六
〇
と

す
る
。

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
五
〇
、
五
〇
、

五
〇
と
す
る
。

二

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
製
造
工

程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に

従
い
、
一
三
〇
、
一
三
〇
、
一

三
〇
と
す
る
。
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一
二
八

一
二
七

一
二
六

一
二
五

一
二
四

一
二
三

一
二
二

一
二
一

一
二
〇

界
面
活
性
剤
製
造
業(

前
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

石
け
ん
・
合
成
洗
剤
製
造
業

脂
肪
酸
・
硬
化
油
・
グ
リ
セ
リ

ン
製
造
業

合
成
繊
維
製
造
業

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造

業
の
う
ち
ア
セ
テ
ー
ト
の
製
造

に
係
る
も
の

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造

業
の
う
ち
レ
ー
ヨ
ン
の
製
造
に

係
る
も
の

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

(

一
〇
九
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

合
成
ゴ
ム
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

四
〇

一
〇

四
〇

三
〇

三
〇

五
〇

九
〇

四
〇

四
〇

四
〇

一
〇

四
〇

二
〇

三
〇

四
〇

九
〇

四
〇

三
〇

四
〇

一
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

八
〇

四
〇

二
〇

ア
ク
リ
ル
系
繊
維
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
六
〇
、

四
〇
、
三
〇
と
す
る
。

一

有
機
ゴ
ム
薬
品
製
造
工
程
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

二
八
〇
、
二
七
〇
、
二
七
〇
と

す
る
。

二

有
機
農
薬
原
体
製
造
工
程
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

二
四
〇
、
二
一
〇
、
一
七
〇
と

す
る
。

一

乳
化
重
合
法
に
よ
る
合
成
ゴ

ム
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
七
〇
、
七
〇
、

七
〇
と
す
る
。

二

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム
製
造
工

程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に

従
い
、
一
三
〇
、
一
三
〇
、
一

三
〇
と
す
る
。

一

メ
チ
ル
メ
タ
ク
リ
レ
ー
ト
樹

脂
又
は
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
・

ブ
タ
ジ
エ
ン
・
ス
チ
レ
ン
共
重

合
樹
脂
の
製
造
工
程
に
あ
っ
て

は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
七
〇
、

六
〇
、
五
〇
と
す
る
。

二

硝
酸
セ
ル
ロ
ー
ス
又
は
酢
酸

セ
ル
ロ
ー
ス
の
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
六

〇
、
六
〇
、
五
〇
と
す
る
。

一
四
五

一
四
四

一
四
三

一
四
二

一
四
〇

一
三
九

一
三
八

一
三
七

一
三
六

一
三
五

一
三
四

一
三
三

一
三
二

一
三
一

一
三
〇

一
二
九

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
製
造
業

天
然
樹
脂
製
品
・
木
材
化
学
製

品
製
造
業

写
真
感
光
材
料
製
造
業

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業

(

に
か
わ
製
造
業
を
含
む
。)

化
粧
品
・
歯
磨
・
そ
の
他
の
化

粧
用
調
整
品
製
造
業

香
料
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

合
成
香
料
製
造
業

農
薬
製
造
業

火
薬
類
製
造
業

動
物
用
医
薬
品
製
造
業

生
薬
・
漢
方
製
剤
製
造
業

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

医
薬
品
製
剤
製
造
業

医
薬
品
原
薬

・
製
剤
製
造

業 印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

塗
料
製
造
業

イ ア

日
平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�未満の事業場に限る。 日

平
均
排

水
量
五
、

〇
〇
〇�以上の事業場に限る。

一
七
〇

五
〇

一
〇

三
〇

三
〇

一
二
〇

三
〇

二
〇

六
〇

二
〇

三
〇

四
〇

一
〇
〇

九
〇

四
〇

一
七
〇

五
〇

一
〇

二
〇

三
〇

一
一
〇

三
〇

二
〇

六
〇

二
〇

三
〇

三
〇

九
〇

八
〇

四
〇

一
三
〇

五
〇

一
〇

二
〇

二
〇

一
一
〇

二
〇

二
〇

五
〇

二
〇

三
〇

三
〇

七
〇

七
〇

三
〇

硝
酸
エ
ス
テ
ル
又
は
ニ
ト
ロ
化
合

物
の
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の

順
序
に
従
い
、
六
〇
、
六
〇
、
五

〇
と
す
る
。

平
成
八
年
九
月
一
日
前
の
特
定
施

設
に
係
る
量
に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄
の�
の
値
は
、
八
〇
と
す
る
。
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一
六
三

一
六
二

一
六
一

一
六
〇

一
五
九

一
五
八

一
五
七

一
五
六

一
五
五

一
五
四

一
五
三

一
五
二

一
五
一

一
五
〇

一
四
九

一
四
八

一
四
七

一
四
六

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品
製
造
業

(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ガ
ラ
ス
繊
維(

長
繊
維
に
限
る
。)

・
同
製
品
製
造
業

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ
ラ
ス

器
具
製
造
業

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ
ス
器

具
製
造
業

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造
業

板
ガ
ラ
ス
加
工
業

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

毛
皮
製
造
業

な
め
し
か
わ
製
造
業

ゴ
ム
製
品
製
造
業(

前
二
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ゴ
ム
製
品
製
造
業
で
ラ
テ
ッ
ク

ス
成
型
型
洗
浄
工
程
に
係
る
も

の 自
動
車
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
製

造
業

石
油
コ
ー
ク
ス
製
造
業

コ
ー
ク
ス
製
造
業

潤
滑
油
製
造
業(
前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

石
油
精
製
業

化
学
工
業(

一
〇
二
の
項
か
ら

前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

四
〇

六
〇

一
〇

五
〇

一
〇
〇

四
〇

六
〇

一
〇

七
〇

一
八
〇

三
〇

二
〇

六
〇

四
〇

六
〇

一
〇

五
〇

一
〇
〇

二
〇

四
〇

一
〇

七
〇

一
八
〇

三
〇

二
〇

四
〇

三
〇

五
〇

一
〇

五
〇

一
〇
〇

二
〇

四
〇

一
〇

五
〇

九
〇

三
〇

二
〇

四
〇

硫
酸
洗
浄
工
程
を
有
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
四

〇
、
四
〇
、
四
〇
と
す
る
。

潤
滑
油
製
造
工
程
を
有
す
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

三
〇
、
三
〇
、
三
〇
と
す
る
。

一
八
五

一
八
四

一
八
三

一
八
二

一
八
一

一
八
〇

一
七
九

一
七
八

一
七
六

一
七
五

一
七
三

一
七
二

一
七
〇

一
六
九

一
六
八

一
六
七

一
六
六

一
六
五

一
六
四

引
抜
鋼
管
製
造
業

磨
棒
鋼
製
造
業

伸
鉄
業

鋼
管
製
造
業

冷
間
ロ
ー
ル
成
型
形
鋼
製
造
業

冷
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及

び
一
八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

熱
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及

び
一
八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業

(

転
炉

(

単
独
転
炉
を
含
む
。)

又
は
電

気
炉(

単
独
電
気
炉
を
含
む
。)

に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

高
炉
に
よ
ら
な
い
製
鉄
業(

前

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
製
造
業

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

う
わ
薬
製
造
業

鉱
物
・
土
石
粉
砕
等
処
理
業

砕
石
製
造
業

黒
鉛
電
極
製
造
業

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業(

前
二

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造
業

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業(

一

五
六
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

一
〇

三
〇

二
〇

一
五

二
〇

一
〇

一
五

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

二
〇

一
五

二
〇

一
〇

一
五

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

一
〇

二
〇

二
〇

一
五

二
〇

コ
ー
ク
ス
炉
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
四
〇
、

三
〇
、
三
〇
と
す
る
。
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二
〇
五

二
〇
四

二
〇
三

二
〇
二

二
〇
一

二
〇
〇

一
九
九

一
九
八

一
九
七

一
九
六

一
九
五

一
九
四

一
九
三

一
九
二

一
九
一

一
九
〇

一
八
九

一
八
八

一
八
七

一
八
六

電
気
機
械
器
具
製
造
業(

前
項

に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
情
報

通
信
機
械
器
具
製
造
業
、
電
子

プ
リ
ン
ト
回
路
板
製
造
業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

金
属
製
品
製
造
業(

前
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

電
気
め
っ
き
業

非
鉄
金
属
製
造
業

鉄
鋼
業(

一
七
三
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

鉄
粉
製
造
業

可
鍛
鋳
鉄
製
造
業

鋳
鉄
管
製
造
業

銑
鉄
鋳
物
製
造
業(

一
九
六
の

項
及
び
一
九
七
の
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

鋳
鋼
製
造
業

鍛
工
品
製
造
業

鍛
鋼
製
造
業

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業(
一
八

七
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

め
っ
き
鉄
鋼
線
製
造
業

め
っ
き
鋼
管
製
造
業

亜
鉛
鉄
板
製
造
業

ブ
リ
キ
製
造
業

伸
線
業

四
〇

三
〇

六
〇

三
〇

一
〇

二
〇

三
〇

二
〇

六
〇

二
〇

一
〇

二
〇

二
〇

二
〇

五
〇

二
〇

一
〇

二
〇

二
二
一

二
二
〇

二
一
九

二
一
八

二
一
六

二
一
五

二
一
四

二
一
三

二
一
二

二
一
一

二
一
〇

二
〇
九

二
〇
八

二
〇
七

二
〇
六

病
院

自
動
車
整
備
業

写
真
業
又
は
写
真
現
像
・
焼
付

業 洗
濯
業(

前
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
業

旅
館

飲
食
店

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業

共
同
調
理
場

(

学
校
給
食
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六

十
号)

第
五
条
の
二
に
規
定
す

る
施
設
を
い
う
。)

空
瓶
卸
売
業

下
水
道
業

ガ
ス
製
造
工
場

精
密
機
械
器
具
製
造
業

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造
業
を
含

む
。)

二
〇

八
〇

五
〇

五
〇

七
〇

七
〇

四
〇

三
〇

三
〇

二
〇

二
五

三
〇

二
〇

六
〇

四
〇

五
〇

六
〇

六
〇

四
〇

二
〇

三
〇

二
〇

一
五

三
〇

二
〇

六
〇

三
〇

四
〇

四
〇

五
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

一
五

三
〇

一

昭
和
六
十
二
年
六
月
三
十
日

以
前
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ

平
成
一
八
年
二
月
一
日
以
降
に
設

置
し
た
し
尿
浄
化
槽
を
使
用
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従

い
、
三
〇
、
三
〇
、
三
〇
と
す
る
。

平
成
一
八
年
二
月
一
日
以
降
に
設

置
し
た
し
尿
浄
化
槽
を
使
用
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従

い
、
三
〇
、
三
〇
、
三
〇
と
す
る
。

活
性
汚
泥
法
又
は
標
準
散
水
ろ
床

法
よ
り
高
度
に
下
水
を
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
下
水

を
処
理
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
二
〇
、
二
〇
、

二
〇
と
す
る
。
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二
二
三

二
二
二

し
尿
処
理
業(

し
尿
浄
化
槽
に

し
尿
浄
化
槽(

建
築
基
準
法
施

行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号)

第
三
十
二
条

第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
算
定

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
処
理
対

象
人
員
が
五
〇
〇
人
以
下
二
〇

一
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

し
尿
浄
化
槽(
建
築
基
準
法
施

行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号)
第
三
十
二
条

第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
算
定

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
処
理
対

象
人
員
が
五
〇
一
人
以
上
の
も

の
に
限
る
。)

五
〇

六
〇

四
〇

四
〇

六
〇

三
〇

三
〇

五
〇

三
〇

一

昭
和
六
十
二
年
六
月
三
十
日

以
前
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
五

〇
、
五
〇
、
三
〇
と
す
る
。

二

嫌
気
性
消
化
法
、
好
気
性
消

化
法
、
湿
式
酸
化
法
又
は
活
性

一

平
成
八
年
九
月
一
日
前
の
特

定
施
設
に
係
る
量
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄
の�
の
値
は
、
六
〇
と

す
る
。

二

昭
和
五
十
五
年
建
設
省
告
示

第
千
二
百
九
十
二
号
が
適
用
さ

れ
る
前
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
七
〇
、
七
〇
、

六
〇
と
す
る
。

三

平
成
一
八
年
二
月
一
日
以
降

に
設
置
し
た
し
尿
浄
化
槽
を
使

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
三
〇
、
三
〇
、

三
〇
と
す
る
。

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
四

〇
、
四
〇
、
三
〇
と
す
る
。

二

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
に
定

め
る
構
造
を
有
す
る
し
尿
浄
化

槽
よ
り
高
度
に
し
尿
を
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り

し
尿
を
処
理
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
三

〇
、
三
〇
、
三
〇
と
す
る
。

三

平
成
一
八
年
二
月
一
日
以
降

に
設
置
し
た
し
尿
浄
化
槽
を
使

用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄

の
順
序
に
従
い
、
三
〇
、
三
〇
、

三
〇
と
す
る
。

四

備
考
三
の
う
ち
建
築
基
準
法

施
行
令
第
三
十
二
条
第
三
項
第

二
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基

準
を
満
た
す
構
造
の
し
尿
浄
化

槽
よ
り
高
度
に
し
尿
を
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り

し
尿
を
処
理
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
第
三
欄
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、
二
〇
、

二
〇
、
二
〇
と
す
る
。

二
三
二

二
三
一

二
三
〇

二
二
九

二
二
八

二
二
七

二
二
六

二
二
五

二
二
四

二
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

試
験
研
究
機
関(

水
質
汚
濁
防

止
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
各

号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。)

地
方
卸
売
市
場

中
央
卸
売
市
場

と
畜
場

死
亡
獣
畜
取
扱
業

産
業
廃
棄
物
処
理
業(

前
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

廃
油
処
理
業

ご
み
処
理
業

係
る
も
の
を
除
く
。)

六

一
か
ら
五
ま
で
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の

五

ス
ポ
ー
ツ
用
品
製

造
業

四

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ

ル
ム
製
造
業

三

自
動
式
車
輌
洗
浄

施
設
に
係
る
も
の

二

水
道
浄
水
場
業

一

指
定
地
域
内
事
業

場
の
し
尿
又
は
雑
排

水(

二
二
一
及
び
二

二
二
の
項
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

二
〇

六
〇

三
〇

四
〇

三
〇

九
〇

四
〇

二
〇

六
〇

四
〇

三
〇

二
〇

四
〇

二
〇

四
〇

二
〇

三
〇

二
〇

七
〇

三
〇

二
〇

六
〇

四
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

三
〇

二
〇

六
〇

三
〇

二
〇

五
〇

四
〇

三
〇

二
〇

三
〇

汚
泥
法
に
凝
集
処
理
法
を
加
え

た
方
法
よ
り
高
度
に
し
尿
を
処

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
り
し
尿
を
処
理
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
欄
の
順
序
に
従
い
、

四
〇
、
三
〇
、
三
〇
と
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

水
質
汚
濁
防
止
法(
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
の
五
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二 一

平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

指
定
地
域
内
事
業
場(

工
場
又
は
事
業
場
で
、
同
日

以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に

よ
り
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
も
の
を

含
む
。)

及
び
同
日
以
後
に
法
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
に
よ
り
新
た
に

平
成
十
四
年
十
月
一
日
前
に
設
置
さ
れ
て
い
る
指
定

地
域
内
事
業
場(

同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置
さ

れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た
も

の
を
含
み
、
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

指
定
地
域
内
事
業
場
の
区
分

Ln

＝

(C
ni

・Q
ni

＋C
no

・Q
no)

×10� Ln

＝C
n

・Q
n

×10� 総
量
規
制
基
準

七 六 五 四 三 二
整
理
番
号

畜
産
食
料
品
製
造
業(

前
二
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

乳
製
品
製
造
業

肉
製
品
製
造
業

非
金
属
鉱
業

天
然
ガ
ス
鉱
業

畜
産
農
業

業
種
そ
の
他
の
区
分

設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場

三
五

二
五

一
五

六
〇

一
三
〇 � 窒

素
含
有

量(

単
位

一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ

ム)

一
〇

一
〇

一
〇

六
〇

六
〇 �

備

考

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八

号)
別
表
第
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
の
特
定
事
業
場
で
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の

量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の(

以
下｢

指
定
地
域
内
事
業
場｣

と
い
う
。)

か
ら
排
出
さ
れ

る
排
出
水
の
汚
濁
負
荷
量
に
つ
い
て
、
窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
告
示

第
三
百
八
十
九
号)
は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
Cn
、

Cno
及
び
Cni(

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
後
に
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設(

法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
含
む
。
以
下｢

特
定
施
設｣

と
い
う
。)

の
設
置
又
は
構
造

等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量(

以
下｢

増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量｣

と
い
う
。)

に
対
応
す
る
Cni
を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
値
並

び
に
Qni(｢

増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量｣
を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
の
区
分
ご

と
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
式
に
お
い
て
、
Ln
、
Cn
、
Qn
、
Cni
、
Cno
、
Qni
及
び
Qno
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ln

排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量(

単
位

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム)

Cn

別
表
窒
素
含
有
量
の
欄(

以
下｢

第
三
欄｣

と
い
う
。)�
に
掲
げ
る
窒
素
含
有
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qn

特
定
排
出
水
の
量(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Cni

第
三
欄�
に
掲
げ
る
窒
素
含
有
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Cno

Cn
と
同
じ
値(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qni

平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定

排
出
水
の
量(

同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定

排
出
水
の
量)

(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Qno

特
定
排
出
水
の
量(

Qni
を
除
く
。)(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

別
表窒

素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
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二
八

二
七

二
六

二
五

二
四

二
三

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

一
五

一
四

一
三

一
二

一
一

一
〇 九 八

米
菓
製
造
業

ビ
ス
ケ
ッ
ト
類
・
干
菓
子
製
造
業

生
菓
子
製
造
業

パ
ン
製
造
業

小
麦
粉
製
造
業

ぶ
ど
う
糖
・
水
あ
め
・
異
性
化
糖
製

造
業

砂
糖
精
製
業

食
酢
製
造
業

ソ
ー
ス
製
造
業

う
ま
み
調
味
料
製
造
業

し
ょ
う
油
・
食
用
ア
ミ
ノ
酸
製
造
業

味
そ
製
造
業

野
菜
漬
物
製
造
業

野
菜
缶
詰
・
果
実
缶
詰
・
農
産
保
存

食
料
品
製
造
業

水
産
食
料
品
製
造
業(

八
の
項
か
ら

前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、

魚
介
類
塩
干
・
塩
蔵
品
製
造
業
を
含

む
。)

冷
凍
水
産
食
品
製
造
業

冷
凍
水
産
物
製
造
業

水
産
練
製
品
製
造
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

魚
肉
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
製
造
業

寒
天
製
造
業

水
産
缶
詰
・
瓶
詰
製
造
業

二
五

一
五

二
〇

一
五

二
〇

二
五

一
五

二
〇

三
五

二
〇

二
五

四
〇

三
五

二
五

二
〇

二
五

二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

五
〇

四
九

四
八

四
七

四
六

四
五

四
四

四
三

四
二

四
一

四
〇

三
九

三
八

三
七

三
五

三
四

三
三

三
二

三
一

三
〇

二
九

た
ば
こ
製
造
業

有
機
質
肥
料
製
造
業

単
体
飼
料
製
造
業

配
合
飼
料
製
造
業

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
製
造
業

蒸
留
酒
・
混
成
酒
製
造
業

清
酒
製
造
業

ビ
ー
ル
製
造
業

果
実
酒
製
造
業

清
涼
飲
料
製
造
業

そ
う(

惣)

菜
製
造
業
の
う
ち
煮
豆

の
製
造
に
係
る
も
の

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

あ
ん
類
製
造
業

豆
腐
・
油
揚
製
造
業

め
ん
類
製
造
業

穀
類
で
ん
ぷ
ん
製
造
業

ふ
く
ら
し
粉
・
イ
ー
ス
ト
・
そ
の
他

の
酵
母
剤
製
造
業

食
用
油
脂
加
工
業

動
物
油
脂
製
造
業

植
物
油
脂
製
造
業

パ
ン
・
菓
子
製
造
業(

二
五
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

二
〇

一
五

二
〇

一
五

二
〇

一
五

二
五

二
〇

三
〇

一
五

三
〇

二
五

一
五

二
〇

一
〇

二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇
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六
九

六
八

六
七

六
六

六
五

六
四

六
三

六
二

六
一

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
五

五
一

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ
ッ
プ
製
造

業 繊
維
工
業(

五
五
の
項
か
ら
前
項
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
工
業
で
繊
維
製
衛
生
材
料
製
造

工
程
に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
上
塗
り
し
た
織
物
及
び

防
水
し
た
織
物
製
造
工
程
に
係
る
も

の 繊
維
工
業
で
フ
エ
ル
ト
製
造
工
程
に

係
る
も
の

繊
維
工
業
で
不
織
布
製
造
工
程
に
係

る
も
の

繊
維
工
業
で
繊
維
雑
品
染
色
整
理
工

程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
ニ
ッ
ト
・
レ
ー
ス
染
色

整
理
工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加

工
処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も

の 繊
維
工
業
で
綿
状
繊
維
・
糸
染
色
整

理
工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工

処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
織
物
手
加
工
染
色
整
理

工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処

理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
織
物
機
械
染
色
整
理
工

程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

(

前

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
工
業
で
毛
織
物
機
械
染
色
整
理

工
程(

の
り
抜
き
、
精
練
漂
白
、
シ

ル
ケ
ッ
ト
加
工
そ
の
他
の
染
色
整
理

工
程
に
付
帯
し
て
行
わ
れ
る
加
工
処

理
工
程(

以
下｢

染
色
整
理
工
程
付

帯
加
工
処
理
工
程｣

と
い
う
。)

を

含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
麻
製
繊
工
程
に
係
る
も

の 繊
維
工
業(

五
一
の
項
に
掲
げ
る
も

の
及
び
衣
服
そ
の
他
の
繊
維
製
品
に

係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)
で
整
毛
工
程
に
係
る
も
の

生
糸
製
造
業(

副
蚕
糸
精
練
業
を
含

む)

二
〇

一
五

二
五

二
〇

二
五

三
〇

一
〇

一
五

二
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

綿
織
物
捺
染
工
程
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
の
値
は
、
七
〇
と
す
る
。

八
四

八
三

八
二

八
一

八
〇

七
九

七
八

七
七

七
六

七
五

七
一

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
古
紙
を
原
料
と
し
脱

イ
ン
キ
又
は
漂
白
を
行
う
パ
ル
プ
製

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
古
紙
を
原
料
と
す
る

パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の(

次

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ

ル
プ
製
造
工
程(

前
工
程
の
未
さ
ら

し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含

む
。)

に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト

パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の(

次

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン

ド
パ
ル
プ
製
造
工
程(

前
工
程
の
未

さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造

工
程
を
含
む
。)

又
は
さ
ら
し
セ
ミ

ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程(

前
工

程
の
未
さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル

プ
製
造
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も

の パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ

ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
未
さ
ら

し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程

に
係
る
も
の(

次
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製

造
工
程
、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
サ
ー
モ
メ
カ

ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
溶
解
パ
ル
プ
製
造
工

程
に
係
る
も
の

木
材
薬
品
処
理
業

合
板
製
造
業(

集
成
材
製
造
業
を
含

む
。)

又
は
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

製
造
業

一
〇

一
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇
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一
〇
一

一
〇
〇

九
七

九
六

九
五

九
四

九
三

九
二

九
一

九
〇

八
九

八
八

八
七

八
六

八
五

製
版
業

印
刷
業(

新
聞
そ
の
他
の
出
版
物
を

印
刷
す
る
も
の
を
含
む
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
紙
製
造
業
又
は
紙

加
工
品
製
造
業(

七
六
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
板
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

乾
式
法
に
よ
る
繊
維
板
製
造
業

セ
ロ
フ
ァ
ン
製
造
業

重
包
装
紙
袋
製
造
業

段
ボ
ー
ル
製
造
業

塗
工
紙
製
造
業

手
す
き
和
紙
製
造
業

機
械
す
き
和
紙
製
造
業

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
板
紙
製
造
工
程
に
係

る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
洋
紙
製
造
工
程
に
係

る
も
の(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、

リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
又

は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
を
主

原
料
と
す
る
洋
紙
製
造
工
程(

前
工

程
の
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、
リ
フ
ァ
イ

ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
又
は
サ
ー
モ

メ
カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
木
材
又
は
古
紙
以
外

の
も
の
を
原
料
と
す
る
パ
ル
プ
製
造

工
程
に
係
る
も
の

造
工
程(

前
工
程
の
離
解
工
程
を
含

む
。)

に
係
る
も
の

二
五

一
五

二
〇

二
五

一
〇

一
五

一
〇

一
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇
八

一
〇
七

一
〇
六

一
〇
五

一
〇
四

一
〇
三

一
〇
二

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業(

一
〇

五
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

無
機
顔
料
製
造
業

電
炉
工
業

ソ
ー
ダ
工
業

化
学
肥
料
製
造
業(

前
二
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

複
合
肥
料
製
造
業

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥
料
製
造
業

四
〇

二
五

一
五

一
〇

一
五

二
〇

二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一

バ
ナ
ジ
ウ
ム
化
合
物
製
造
工

程

(

塩
析
工
程
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
三
〇
〇
〇
、
四
〇
と
す
る
。

二

酸
化
コ
バ
ル
ト
製
造
工
程
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
一
〇
、

四
〇
と
す
る
。

三

モ
リ
ブ
デ
ン
化
合
物
製
造
工

程

(

塩
析
工
程
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
三
〇
〇
〇
、
四
〇
と
す
る
。

四

イ
ッ
ト
リ
ウ
ム
酸
化
物
製
造

工
程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

〇
〇
、
四
〇
と
す
る
。

五

酸
化
銀
製
造
工
程
に
あ
っ
て

は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
三
〇
、
四
〇
と
す

る
。

六

酸
化
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
製
造
工

程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及

び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
四

〇
、
四
〇
と
す
る
。

七

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
含

有
す
る
原
料
を
使
用
す
る
工
程

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び

�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
〇
、

一

ア
ン
モ
ニ
ア
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
、
三
〇
と

す
る
。

二

ア
ン
モ
ニ
ア
誘
導
品
製
造
工

程
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及

び�
の
値
は
、
二
〇
〇
と
す
る
。

三

尿
素
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
一

一
〇
〇
と
す
る
。
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一
一
九

一
一
八

一
一
七

一
一
六

一
一
五

一
一
四

一
一
三

一
一
二

一
一
一

一
一
〇

一
〇
九

環
式
中
間
物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔

料
製
造
業

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業

発
酵
工
業

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
業

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業(

一

〇
九
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
有

機
化
学
工
業
製
品
製
造
工
程(

脂
肪

族
系
中
間
物
製
造
工
程
、
環
式
中
間

物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔
料
製
造
工

程
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
及
び

合
成
ゴ
ム
製
造
工
程
を
除
く
。)

に

係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
合

成
ゴ
ム
製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
環

式
中
間
物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔
料

製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
脂

肪
族
系
中
間
物
製
造
工
程
に
係
る
も

の

一
五

三
七
〇

一
五

二
五

一
五

四
五

一
五

五
〇

一
〇

二
五
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
又

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
五
五
、
三
〇
と
す
る
。

一

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原

料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
五
、
二
五
と

す
る
。

二

青
酸
誘
導
品
含
有
排
水
を
排

出
す
る
工
程
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄�
及
び�
の
値
は
、
三
〇

〇
と
す
る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
三
五
、
一
五
と
す
る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
又

は
乳
化
助
剤
と
し
て
使
用
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び

�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
、
二

〇
と
す
る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
三
五
、
二
〇
と
す
る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
一
五
〇
、
四
〇
と
す
る
。

四
〇
と
す
る
。

一
三
〇

一
二
九

一
二
八

一
二
七

一
二
六

一
二
五

一
二
四

一
二
三

一
二
二

一
二
一

一
二
〇

印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

塗
料
製
造
業

界
面
活
性
剤
製
造
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

石
け
ん
・
合
成
洗
剤
製
造
業

脂
肪
酸
・
硬
化
油
・
グ
リ
セ
リ
ン
製

造
業

合
成
繊
維
製
造
業

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造
業
の

う
ち
ア
セ
テ
ー
ト
の
製
造
に
係
る
も

の レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造
業
の

う
ち
レ
ー
ヨ
ン
の
製
造
に
係
る
も
の

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業(

一
〇

九
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

合
成
ゴ
ム
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

一
五

一
〇

一
五

一
〇

五
〇

三
五

二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

医
薬
品
原
薬
製
造
工
程

(

窒
素
又

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
五
〇
、
三
五
と
す
る
。

一

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原

料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
五
、
一
五
と

す
る
。

二

イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
及
び
そ
の

誘
導
品
製
造
工
程
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
二
〇
、
一
五
と
す
る
。

三

メ
ラ
ミ
ン
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
〇
〇
、
八

五
〇
と
す
る
。

四

化
学
発
泡
剤
製
造
工
程

(

尿

素
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄�
の
値
は
、
一
一
〇
と
す

る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
又

は
乳
化
助
剤
と
し
て
使
用
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び

�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
、
二

五
と
す
る
。

は
乳
化
助
剤
と
し
て
使
用
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び

�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
五
、
一

五
と
す
る
。
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一
五
二

一
五
一

一
五
〇

一
四
九

一
四
八

一
四
七

一
四
六

一
四
五

一
四
四

一
四
三

一
四
二

一
四
〇

一
三
九

一
三
八

一
三
七

一
三
六

一
三
五

一
三
四

一
三
三

一
三
二

一
三
一

ゴ
ム
製
品
製
造
業
で
ラ
テ
ッ
ク
ス
成

自
動
車
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業

石
油
コ
ー
ク
ス
製
造
業

コ
ー
ク
ス
製
造
業

潤
滑
油
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

石
油
精
製
業

化
学
工
業(

一
〇
二
の
項
か
ら
前
項

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
製
造
業

天
然
樹
脂
製
品
・
木
材
化
学
製
品
製

造
業

写
真
感
光
材
料
製
造
業

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業(

に
か

わ
製
造
業
を
含
む
。)

化
粧
品
・
歯
磨
・
そ
の
他
の
化
粧
用

調
整
品
製
造
業

香
料
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

合
成
香
料
製
造
業

農
薬
製
造
業

火
薬
類
製
造
業

動
物
用
医
薬
品
製
造
業

生
薬
・
漢
方
製
剤
製
造
業

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

医
薬
品
製
剤
製
造
業

医
薬
品
原
薬
・
製
剤
製
造
業

一
五

二
〇

五
四
〇

二
〇

四
〇

一
五

一
〇

一
五

二
五

一
五

二
五

七
〇

一
五

二
五

一
五

一
〇

四
〇

一
〇

一
〇

三
二
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と
し
て
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て

は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
八
五
、
二
〇
と
す
る
。

一
七
二

一
七
〇

一
六
九

一
六
八

一
六
七

一
六
六

一
六
五

一
六
四

一
六
三

一
六
二

一
六
一

一
六
〇

一
五
九

一
五
八

一
五
七

一
五
六

一
五
五

一
五
四

一
五
三

う
わ
薬
製
造
業

鉱
物
・
土
石
粉
砕
等
処
理
業

砕
石
製
造
業

黒
鉛
電
極
製
造
業

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業(

前
二
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造
業

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業(

一
五
六

の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品
製
造
業(

前

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ガ
ラ
ス
繊
維(

長
繊
維
に
限
る
。)

・

同
製
品
製
造
業

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ
ラ
ス
器
具

製
造
業

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ
ス
器
具
製

造
業

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造
業

板
ガ
ラ
ス
加
工
業

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

毛
皮
製
造
業

な
め
し
か
わ
製
造
業

ゴ
ム
製
品
製
造
業(

前
二
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

型
型
洗
浄
工
程
に
係
る
も
の

一
五

二
〇

一
五

二
〇

二
五

二
〇

一
〇

二
〇

二
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一

コ
ー
ク
ス
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
四
〇
、
三
二
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一
九
三

一
九
二

一
九
一

一
九
〇

一
八
九

一
八
八

一
八
七

一
八
六

一
八
五

一
八
四

一
八
三

一
八
二

一
八
一

一
八
〇

一
七
九

一
七
八

一
七
六

一
七
五

一
七
三

鍛
工
品
製
造
業

鍛
鋼
製
造
業

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業(

一
八
七
の

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

め
っ
き
鉄
鋼
線
製
造
業

め
っ
き
鋼
管
製
造
業

亜
鉛
鉄
板
製
造
業

ブ
リ
キ
製
造
業

伸
線
業

引
抜
鋼
管
製
造
業

磨
棒
鋼
製
造
業

伸
鉄
業

鋼
管
製
造
業

冷
間
ロ
ー
ル
成
型
形
鋼
製
造
業

冷
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及
び
一

八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

熱
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及
び
一

八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業

(

転
炉(

単
独

転
炉
を
含
む
。)
又
は
電
気
炉

(

単

独
電
気
炉
を
含
む
。)
に
よ
る
も
の

に
限
る
。)

高
炉
に
よ
ら
な
い
製
鉄
業(

前
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
製
造
業

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

一
五

一
〇

三
〇

一
五

一
〇

一
五

一
〇

一
五

一
〇

一
五

二
〇

一
〇

一
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

ス
テ
ン
レ
ス
硝
酸
酸
洗
工
程
を
有

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五

五
、
四
〇
と
す
る
。

ス
テ
ン
レ
ス
硝
酸
酸
洗
工
程
を
有

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五

五
、
四
〇
と
す
る
。

〇
と
す
る
。

二

ス
テ
ン
レ
ス
硝
酸
酸
洗
浄
工

程
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ

れ
ぞ
れ
五
五
、
四
〇
と
す
る
。

二
〇
五

二
〇
四

二
〇
三

二
〇
二

二
〇
一

二
〇
〇

一
九
九

一
九
八

一
九
七

一
九
六

一
九
五

一
九
四

電
気
機
械
器
具
製
造
業(

前
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
き
、
情
報
通
信
機
械

器
具
製
造
業
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ

ス
製
造
業
を
含
む
。)

プ
リ
ン
ト
回
路
板
製
造
業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

金
属
製
品
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

電
気
め
っ
き
業

非
鉄
金
属
製
造
業

鉄
鋼
業(

一
七
三
の
項
か
ら
前
項
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

鉄
粉
製
造
業

可
鍛
鋳
鉄
製
造
業

鋳
鉄
管
製
造
業

銑
鉄
鋳
物
製
造
業(

一
九
六
の
項
及

び
一
九
七
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

鋳
鋼
製
造
業

二
五

三
〇

四
〇

三
〇

一
五

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造

工
程

(

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物

に
よ
る
表
面
処
理
施
設
を
設
置

す
る
も
の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て

は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
三
〇
、
一
五
と
す
る
。

二

半
導
体
素
子
製
造
工
程
に
あ
っ

て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値

ス
テ
ン
レ
ス
硝
酸
酸
洗
工
程
を
有

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
の
値
は
、
三
五
と
す
る
。

一

溶
融
め
っ
き
工
程

(

窒
素
又

は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表
面
処

理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�

及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四

五
、
二
五
と
す
る
。

二

ア
ル
マ
イ
ト
加
工
工
程

(

窒

素
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の

に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三

欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ

れ
九
〇
、
三
五
と
す
る
。

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の

値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
五
、
三
五
と

す
る
。

ス
テ
ン
レ
ス
硝
酸
酸
洗
工
程
を
有

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五

五
、
四
〇
と
す
る
。

( ) 平成19年６月18日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



二
一
八

二
一
六

二
一
五

二
一
四

二
一
三

二
一
二

二
一
一

二
一
〇

二
〇
九

二
〇
八

二
〇
七

二
〇
六

写
真
業
又
は
写
真
現
像
・
焼
付
業

洗
濯
業(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
業

旅
館

飲
食
店

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業

共
同
調
理
場(

学
校
給
食
法(

昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号)

第
五

条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。)

空
瓶
卸
売
業

下
水
道
業

ガ
ス
製
造
工
場

精
密
機
械
器
具
製
造
業

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

二
五

二
〇

一
五

四
〇

五
五

二
五

三
〇

二
〇

二
五

一
〇

一
五

一
五

一
〇

一
〇

一
五

一
五

一
〇

一
〇

一
〇

二
五

一
〇

一
〇

一

活
性
汚
泥
法
、
標
準
散
水
ろ

床
法
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
程
度

に
下
水
中
の
窒
素
を
除
去
で
き

る
方
法
よ
り
高
度
に
下
水
中
の

窒
素
を
除
去
で
き
る
方
法
に
よ

り
下
水
を
処
理
す
る
も
の

(

高

濃
度
の
窒
素
を
含
有
す
る
汚
水

を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処
理
す

る
も
の
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
一

五
と
す
る
。

二

高
濃
度
の
窒
素
を
含
有
す
る

汚
水
を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処

理
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄�
及
び�
の
値
は
、
三
五

と
す
る
。

時
計
・
同
部
分
品
製
造
工
程

(

時

計
側
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
第

三
欄�
の
値
は
、
三
五
と
す
る
。

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
工
程

(

窒
素
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に

限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
、

一
五
と
す
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
五
、
一
五
と

す
る
。

二
三
二

二
三
一

二
三
〇

二
二
九

二
二
八

二
二
七

二
二
六

二
二
五

二
二
四

二
二
三

二
二
二

二
二
一

二
二
〇

二
一
九

二
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の

試
験
研
究
機
関(

水
質
汚
濁
防
止
法

施
行
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。)

地
方
卸
売
市
場

中
央
卸
売
市
場

と
畜
場

死
亡
獣
畜
取
扱
業

産
業
廃
棄
物
処
理
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

廃
油
処
理
業

ご
み
処
理
業

し
尿
処
理
業(

し
尿
浄
化
槽
に
係
る

も
の
を
除
く
。)

し
尿
浄
化
槽(

建
築
基
準
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十

八
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
〇
人
以
下

二
〇
一
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

し
尿
浄
化
槽(

建
築
基
準
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十

八
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
一
人
以
上

の
も
の
に
限
る
。)

病
院

自
動
車
整
備
業

三
五

三
〇

二
五

二
〇

四
五

二
五

四
〇

一
五

二
〇

五
五

六
〇

六
〇

四
五

二
〇

一
〇

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

二
〇

一
〇

一
〇

二
五

三
〇

二
五

一
五

一
〇

嫌
気
性
消
化
法
、
好
気
性
消
化
法
、

湿
式
酸
化
法
又
は
活
性
汚
泥
法
に

凝
集
処
理
法
を
加
え
た
方
法
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三

五
、
二
〇
と
す
る
。

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
に
定
め
る

構
造
を
有
す
る
し
尿
浄
化
槽
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三

〇
、
二
五
と
す
る
。

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
に
定
め
る

構
造
を
有
す
る
し
尿
浄
化
槽
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

五
、
二
〇
と
す
る
。
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二 一

平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置

さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た

指
定
地
域
内
事
業
場(

工
場
又
は
事
業
場
で
、
同
日

以
後
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

平
成
十
四
年
十
月
一
日
前
に
設
置
さ
れ
て
い
る
指
定

地
域
内
事
業
場(

同
日
前
に
法
第
五
条
又
は
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
が
設
置
さ

れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ
た
も

の
を
含
み
、
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

指
定
地
域
内
事
業
場
の
区
分

Lp

＝(C
pi

・Q
pi

＋C
po

・

Lp

＝C
p

・Q
p

×10� 総
量
規
制
基
準

五 四 三 二
整
理
番
号

肉
製
品
製
造
業

非
金
属
鉱
業

天
然
ガ
ス
鉱
業

畜
産
農
業

業
種
そ
の
他
の
区
分

が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に

よ
り
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
も
の
を

含
む
。)

及
び
同
日
以
後
に
法
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
さ
れ
た
特
定
施
設
の
設
置
に
よ
り
新
た
に

設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場

四

一
・
五 一

二
四 � り

ん
含
有

量(

単
位

一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ

ム)

一 一 一 八 �
備

考

Q
po)

×10�
岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

水
質
汚
濁
防
止
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
の
五

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八

号)

別
表
第
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
の
特
定
事
業
場
で
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の

量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の(

以
下｢

指
定
地
域
内
事
業
場｣

と
い
う
。)

か
ら
排
出
さ
れ

る
排
出
水
の
汚
濁
負
荷
量
に
つ
い
て
、
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平

成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
告
示

第
三
百
九
十
号)

は
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
Cp
、
Cpo

及
び
Cpi(

平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
後
に
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設(

法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
を
含
む
。
以
下｢

特
定
施
設｣

と
い
う
。)

の
設
置
又
は
構
造
等

の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量(
以
下｢
増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量｣

と
い
う
。)

に

対
応
す
る
Cpi
を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
値
並
び

に
Qpi(｢

増
加
す
る
特
定
排
出
水
の
量｣

を
除
く
。)

に
相
当
す
る
値
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。平

成
十
九
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
の
区
分
ご

と
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
式
に
お
い
て
、
Lp
、
Cp
、
Qp
、
Cpi
、
Cpo
、
Qpi
及
び
Qpo
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。

Lp

排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量(

単
位

一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム)

Cp

別
表
り
ん
含
有
量
の
欄(

以
下｢

第
三
欄｣

と
い
う
。)�
に
掲
げ
る
り
ん
含
有
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qp

特
定
排
出
水
の
量(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Cpi

第
三
欄�
に
掲
げ
る
り
ん
含
有
量(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Cpo

Cp
と
同
じ
値(

単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム)

Qpi

平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
後
に
特
定
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
増
加
す
る
特
定

排
出
水
の
量(

同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
指
定
地
域
内
事
業
場
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定

排
出
水
の
量)

(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

Qpo

特
定
排
出
水
の
量(

Qpi
を
除
く
。)(

単
位

一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル)

別
表り

ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
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二
六

二
五

二
四

二
三

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

一
五

一
四

一
三

一
二

一
一

一
〇 九 八 七 六

生
菓
子
製
造
業

パ
ン
製
造
業

小
麦
粉
製
造
業

ぶ
ど
う
糖
・
水
あ
め
・
異
性
化
糖
製

造
業

砂
糖
精
製
業

食
酢
製
造
業

ソ
ー
ス
製
造
業

う
ま
み
調
味
料
製
造
業

し
ょ
う
油
・
食
用
ア
ミ
ノ
酸
製
造
業

味
そ
製
造
業

野
菜
漬
物
製
造
業

野
菜
缶
詰
・
果
実
缶
詰
・
農
産
保
存

食
料
品
製
造
業

水
産
食
料
品
製
造
業(

八
の
項
か
ら

前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、

魚
介
類
塩
干
・
塩
蔵
品
製
造
業
を
含

む
。)

冷
凍
水
産
食
品
製
造
業

冷
凍
水
産
物
製
造
業

水
産
練
製
品
製
造
業(
前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

魚
肉
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
製
造
業

寒
天
製
造
業

水
産
缶
詰
・
瓶
詰
製
造
業

畜
産
食
料
品
製
造
業(

前
二
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

乳
製
品
製
造
業

六 二 三 五

一
・
五 三 三

二
・
五

五
・
五 四 六

五
・
五 七 四 三 三 三

四
・
五 三

八
・
五

七
・
五

一 一

一
・
五

一
・
五 一

一
・
五 一 一

一
・
五

一
・
五 一 一

一
・
五 一

一
・
五 一

一
・
五

一
・
五 一 一 一

四
八

四
七

四
六

四
五

四
四

四
三

四
二

四
一

四
〇

三
九

三
八

三
七

三
五

三
四

三
三

三
二

三
一

三
〇

二
九

二
八

二
七

単
体
飼
料
製
造
業

配
合
飼
料
製
造
業

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
製
造
業

蒸
留
酒
・
混
成
酒
製
造
業

清
酒
製
造
業

ビ
ー
ル
製
造
業

果
実
酒
製
造
業

清
涼
飲
料
製
造
業

そ
う(

惣)

菜
製
造
業
の
う
ち
煮
豆

の
製
造
に
係
る
も
の

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

あ
ん
類
製
造
業

豆
腐
・
油
揚
製
造
業

め
ん
類
製
造
業

穀
類
で
ん
ぷ
ん
製
造
業

ふ
く
ら
し
粉
・
イ
ー
ス
ト
・
そ
の
他

の
酵
母
剤
製
造
業

食
用
油
脂
加
工
業

動
物
油
脂
製
造
業

植
物
油
脂
製
造
業

パ
ン
・
菓
子
製
造
業(

二
五
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

米
菓
製
造
業

ビ
ス
ケ
ッ
ト
類
・
干
菓
子
製
造
業

二

二
・
五 三 三

一
・
五 五

三
・
五

六
・
五

四
・
五 六 五 三 二

三
・
五 二 三

四
・
五

七
・
五 三

一 一 一

一
・
五 一 一 一 一 一 一 一

一
・
五 一 一 一 一

一
・
五

一
・
五 一

米
糠
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値

は
、
四
と
す
る
。
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六
七

六
六

六
五

六
四

六
三

六
二

六
一

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
五

五
一

五
〇

四
九

繊
維
工
業
で
繊
維
製
衛
生
材
料
製
造

工
程
に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
上
塗
り
し
た
織
物
及
び

防
水
し
た
織
物
製
造
工
程
に
係
る
も

の 繊
維
工
業
で
フ
エ
ル
ト
製
造
工
程
に

係
る
も
の

繊
維
工
業
で
不
織
布
製
造
工
程
に
係

る
も
の

繊
維
工
業
で
繊
維
雑
品
染
色
整
理
工

程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
ニ
ッ
ト
・
レ
ー
ス
染
色

整
理
工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加

工
処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も

の 繊
維
工
業
で
綿
状
繊
維
・
糸
染
色
整

理
工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工

処
理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
織
物
手
加
工
染
色
整
理

工
程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処

理
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
織
物
機
械
染
色
整
理
工

程(

染
色
整
理
工
程
付
帯
加
工
処
理

工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も
の

(

前

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
工
業
で
毛
織
物
機
械
染
色
整
理

工
程(

の
り
抜
き
、
精
練
漂
白
、
シ

ル
ケ
ッ
ト
加
工
そ
の
他
の
染
色
整
理

工
程
に
付
帯
し
て
行
わ
れ
る
加
工
処

理
工
程(

以
下｢

染
色
整
理
工
程
付

帯
加
工
処
理
工
程｣

と
い
う
。)

を

含
む
。)

に
係
る
も
の

繊
維
工
業
で
麻
製
繊
工
程
に
係
る
も

の 繊
維
工
業(
五
一
の
項
に
掲
げ
る
も

の
及
び
衣
服
そ
の
他
の
繊
維
製
品
に

係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

で
整
毛
工
程
に
係
る
も
の

生
糸
製
造
業(

副
蚕
糸
精
練
業
を
含

む
。)

た
ば
こ
製
造
業

有
機
質
肥
料
製
造
業

二 一 二

三
・
五

四
・
五 四

五
・
五 一 二

三
・
五 二

一
・
五

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

八
三

八
二

八
一

八
〇

七
九

七
八

七
七

七
六

七
五

七
一

六
九

六
八

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
古
紙
を
原
料
と
す
る

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト
パ

ル
プ
製
造
工
程(

前
工
程
の
未
さ
ら

し
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
含

む
。)
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し
ク
ラ
フ
ト

パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の(

次

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン

ド
パ
ル
プ
製
造
工
程(

前
工
程
の
未

さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製
造

工
程
を
含
む
。)

又
は
さ
ら
し
セ
ミ

ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程(

前
工

程
の
未
さ
ら
し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル

プ
製
造
工
程
を
含
む
。)

に
係
る
も

の パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
未
さ
ら
し
ケ
ミ
グ
ラ

ン
ド
パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
未
さ
ら

し
セ
ミ
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程

に
係
る
も
の(

次
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
製

造
工
程
、
リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド

パ
ル
プ
製
造
工
程
又
は
サ
ー
モ
メ
カ

ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も

の パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
パ
ル

プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
溶
解
パ
ル
プ
製
造
工

程
に
係
る
も
の

木
材
薬
品
処
理
業

合
板
製
造
業(

集
成
材
製
造
業
を
含

む
。)

又
は
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

製
造
業

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ
ッ
プ
製
造

業 繊
維
工
業(

五
五
の
項
か
ら
前
項
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

一
・
五 一 二 一 二

一
・
五 二

二
・
五

一 一 一 一 一 一 一 一 一
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九
七

九
六

九
五

九
四

九
三

九
二

九
一

九
〇

八
九

八
八

八
七

八
六

八
五

八
四

パ
ル
プ
製
造
業
、
紙
製
造
業
又
は
紙

加
工
品
製
造
業(

七
六
の
項
か
ら
前

項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

繊
維
板
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

乾
式
法
に
よ
る
繊
維
板
製
造
業

セ
ロ
フ
ァ
ン
製
造
業

重
包
装
紙
袋
製
造
業

段
ボ
ー
ル
製
造
業

塗
工
紙
製
造
業

手
す
き
和
紙
製
造
業

機
械
す
き
和
紙
製
造
業

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
板
紙
製
造
工
程
に
係

る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
洋
紙
製
造
工
程
に
係

る
も
の(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、

リ
フ
ァ
イ
ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
又

は
サ
ー
モ
メ
カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
を
主

原
料
と
す
る
洋
紙
製
造
工
程(
前
工

程
の
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
、
リ
フ
ァ
イ

ナ
ー
グ
ラ
ン
ド
パ
ル
プ
又
は
サ
ー
モ

メ
カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
製
造
工
程
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
木
材
又
は
古
紙
以
外

の
も
の
を
原
料
と
す
る
パ
ル
プ
製
造

工
程
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
業
、
洋
紙
製
造
業
又
は

板
紙
製
造
業
で
古
紙
を
原
料
と
し
脱

イ
ン
キ
又
は
漂
白
を
行
う
パ
ル
プ
製

造
工
程(

前
工
程
の
離
解
工
程
を
含

む
。)
に
係
る
も
の

パ
ル
プ
製
造
工
程
に
係
る
も
の(

次

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一
・
五 一

一
・
五 一

一
・
五 一

一
・
五

一 一 一 一 一 一 一

一
一
五

一
一
四

一
一
三

一
一
二

一
一
一

一
一
〇

一
〇
九

一
〇
八

一
〇
七

一
〇
六

一
〇
五

一
〇
四

一
〇
三

一
〇
二

一
〇
一

一
〇
〇

脂
肪
族
系
中
間
物
製
造
業

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業(

一

〇
九
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
有

機
化
学
工
業
製
品
製
造
工
程(

脂
肪

族
系
中
間
物
製
造
工
程
、
環
式
中
間

物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔
料
製
造
工

程
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
及
び

合
成
ゴ
ム
製
造
工
程
を
除
く
。)

に

係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
合

成
ゴ
ム
製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
環

式
中
間
物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔
料

製
造
工
程
に
係
る
も
の

石
油
化
学
系
基
礎
製
品
製
造
業
で
脂

肪
族
系
中
間
物
製
造
工
程
に
係
る
も

の 無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業(

一
〇

五
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

無
機
顔
料
製
造
業

電
炉
工
業

ソ
ー
ダ
工
業

化
学
肥
料
製
造
業(

前
二
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

複
合
肥
料
製
造
業

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥
料
製
造
業

製
版
業

印
刷
業(

新
聞
そ
の
他
の
出
版
物
を

印
刷
す
る
も
の
を
含
む
。)

一
・
五 一 二 一

二
・
五 一 三 二 一 二

一
・
五 一 二 三

三
・
五

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
、

触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使
用
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
、

触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使
用
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、
三
と
す
る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
、

触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使
用
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、
二
・
五
と
す
る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
、

触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使
用
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
、

四
と
す
る
。

り
ん
及
び
り
ん
化
合
物
製
造
工
程

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、

二
一
と
す
る
。
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一
三
三

一
三
二

一
三
一

一
三
〇

一
二
九

一
二
八

一
二
七

一
二
六

一
二
五

一
二
四

一
二
三

一
二
二

一
二
一

一
二
〇

一
一
九

一
一
八

一
一
七

一
一
六

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

医
薬
品
製
剤
製
造
業

医
薬
品
原
薬
・
製
剤
製
造
業

印
刷
イ
ン
キ
製
造
業

塗
料
製
造
業

界
面
活
性
剤
製
造
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

石
け
ん
・
合
成
洗
剤
製
造
業

脂
肪
酸
・
硬
化
油
・
グ
リ
セ
リ
ン
製

造
業

合
成
繊
維
製
造
業

レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造
業
の

う
ち
ア
セ
テ
ー
ト
の
製
造
に
係
る
も

の レ
ー
ヨ
ン
・
ア
セ
テ
ー
ト
製
造
業
の

う
ち
レ
ー
ヨ
ン
の
製
造
に
係
る
も
の

有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業(

一
〇

九
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

合
成
ゴ
ム
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

環
式
中
間
物
・
合
成
染
料
・
有
機
顔

料
製
造
業

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業

発
酵
工
業

メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

一 四 二

一
・
五 二 一 二 五

二
・
五 二

一
・
五 二

一
・
五 二

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

医
薬
品
原
薬
製
造
工
程

(

り
ん
又

は
そ
の
化
合
物
を
原
料
と
し
て
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て

は
、
第
三
欄�
の
値
は
、
八
と
す
る
。

有
機
り
ん
系
農
薬
原
体
製
造
工
程

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、

一
三
と
す
る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
を
原
料
、

触
媒
又
は
中
和
剤
と
し
て
使
用
す

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
・

五
、
四
と
す
る
。

及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
、

二
・
五
と
す
る
。

一
五
五

一
五
四

一
五
三

一
五
二

一
五
一

一
五
〇

一
四
九

一
四
八

一
四
七

一
四
六

一
四
五

一
四
四

一
四
三

一
四
二

一
四
〇

一
三
九

一
三
八

一
三
七

一
三
六

一
三
五

一
三
四

毛
皮
製
造
業

な
め
し
か
わ
製
造
業

ゴ
ム
製
品
製
造
業(

前
二
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

ゴ
ム
製
品
製
造
業
で
ラ
テ
ッ
ク
ス
成

型
型
洗
浄
工
程
に
係
る
も
の

自
動
車
タ
イ
ヤ
・
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業

石
油
コ
ー
ク
ス
製
造
業

コ
ー
ク
ス
製
造
業

潤
滑
油
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

石
油
精
製
業

化
学
工
業(

一
〇
二
の
項
か
ら
前
項

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
製
造
業

天
然
樹
脂
製
品
・
木
材
化
学
製
品
製

造
業

写
真
感
光
材
料
製
造
業

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業(

に
か

わ
製
造
業
を
含
む
。)

化
粧
品
・
歯
磨
・
そ
の
他
の
化
粧
用

調
整
品
製
造
業

香
料
製
造
業(

前
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

合
成
香
料
製
造
業

農
薬
製
造
業

火
薬
類
製
造
業

動
物
用
医
薬
品
製
造
業

生
薬
・
漢
方
製
剤
製
造
業

二

二
・
五

一
・
五 二 一

一
・
五 一

二
・
五 一

一
・
五

三
・
五 二 三

五
・
五

一
・
五 五 二

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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一
七
八

一
七
六

一
七
五

一
七
三

一
七
二

一
七
〇

一
六
九

一
六
八

一
六
七

一
六
六

一
六
五

一
六
四

一
六
三

一
六
二

一
六
一

一
六
〇

一
五
九

一
五
八

一
五
七

一
五
六

製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業

(

転
炉(

単
独

転
炉
を
含
む
。)

又
は
電
気
炉

(

単

独
電
気
炉
を
含
む
。)

に
よ
る
も
の

に
限
る
。)

高
炉
に
よ
ら
な
い
製
鉄
業(

前
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
製
造
業

高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

う
わ
薬
製
造
業

鉱
物
・
土
石
粉
砕
等
処
理
業

砕
石
製
造
業

黒
鉛
電
極
製
造
業

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業(

前
二
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
製
造
業

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業(

一
五
六

の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

ガ
ラ
ス
繊
維
・
同
製
品
製
造
業(
前

項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ガ
ラ
ス
繊
維(

長
繊
維
に
限
る
。)

・

同
製
品
製
造
業

卓
上
用
・
ち
ゅ
う
房
用
ガ
ラ
ス
器
具

製
造
業

理
化
学
用
・
医
療
用
ガ
ラ
ス
器
具
製

造
業

ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業

ガ
ラ
ス
製
加
工
素
材
製
造
業

板
ガ
ラ
ス
加
工
業

板
ガ
ラ
ス
製
造
業

一
・
五 一

一
・
五 二

一
・
五 二

一
・
五 二

一
・
五 一

一
・
五 一

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

一
九
九

一
九
八

一
九
七

一
九
六

一
九
五

一
九
四

一
九
三

一
九
二

一
九
一

一
九
〇

一
八
九

一
八
八

一
八
七

一
八
六

一
八
五

一
八
四

一
八
三

一
八
二

一
八
一

一
八
〇

一
七
九

鉄
鋼
業(

一
七
三
の
項
か
ら
前
項
ま

鉄
粉
製
造
業

可
鍛
鋳
鉄
製
造
業

鋳
鉄
管
製
造
業

銑
鉄
鋳
物
製
造
業(

一
九
六
の
項
及

び
一
九
七
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

鋳
鋼
製
造
業

鍛
工
品
製
造
業

鍛
鋼
製
造
業

表
面
処
理
鋼
材
製
造
業(

一
八
七
の

項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

め
っ
き
鉄
鋼
線
製
造
業

め
っ
き
鋼
管
製
造
業

亜
鉛
鉄
板
製
造
業

ブ
リ
キ
製
造
業

伸
線
業

引
抜
鋼
管
製
造
業

磨
棒
鋼
製
造
業

伸
鉄
業

鋼
管
製
造
業

冷
間
ロ
ー
ル
成
型
形
鋼
製
造
業

冷
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及
び
一

八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

熱
間
圧
延
業(

一
八
二
の
項
及
び
一

八
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

一

一
・
五 一

一
・
五 二 一

一
・
五 一 二 一

一
・
五 一

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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二
〇
九

二
〇
八

二
〇
七

二
〇
六

二
〇
五

二
〇
四

二
〇
三

二
〇
二

二
〇
一

二
〇
〇

下
水
道
業

ガ
ス
製
造
工
場

精
密
機
械
器
具
製
造
業

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

電
気
機
械
器
具
製
造
業(

前
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除
き
、
情
報
通
信
機
械

機
具
製
造
業
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ

ス
製
造
業
を
含
む
。)

プ
リ
ン
ト
回
路
板
製
造
業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

金
属
製
品
製
造
業(
前
項
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。)

電
気
め
っ
き
業

非
鉄
金
属
製
造
業

で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

二
・
五 二 三

二
・
五 二

二
・
五 四

三
・
五

一
・
五

二
・
五 一 一 一 一 一 一 一 一

一

活
性
汚
泥
法
、
標
準
散
水
ろ

床
法
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
程
度

に
下
水
中
の
り
ん
を
除
去
で
き

る
方
法
よ
り
高
度
に
下
水
中
の

り
ん
を
除
去
で
き
る
方
法
に
よ

り
下
水
を
処
理
す
る
も
の

(

高

濃
度
の
り
ん
を
含
有
す
る
汚
水

を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処
理
す

る
も
の
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、

第
三
欄�
及
び�
の
値
は
、
一
・

五
と
す
る
。

二

高
濃
度
の
り
ん
を
含
有
す
る

汚
水
を
多
量
に
受
け
入
れ
て
処

理
す
る
も
の

(

活
性
汚
泥
法
、

標
準
散
水
ろ
床
法
そ
の
他
こ
れ

ら
と
同
程
度
に
下
水
中
の
り
ん

を
除
去
で
き
る
方
法
に
よ
り
下

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
工
程

(
り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に

限
る
。)
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、
六
・
五
と
す
る
。

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造
工
程

(

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に

限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、
三
・
五
と
す
る
。

ア
ル
マ
イ
ト
加
工
工
程

(

り
ん
又

は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表
面
処
理

施
設
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、

一
三
と
す
る
。

り
ん
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
表

面
処
理
施
設
を
設
置
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
の
値
は
、

六
と
す
る
。

二
二
三

二
二
二

二
二
一

二
二
〇

二
一
九

二
一
八

二
一
六

二
一
五

二
一
四

二
一
三

二
一
二

二
一
一

二
一
〇

し
尿
処
理
業(

し
尿
浄
化
槽
に
係
る

も
の
を
除
く
。)

し
尿
浄
化
槽(

建
築
基
準
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十

八
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
〇
人
以
下

二
〇
一
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

し
尿
浄
化
槽(

建
築
基
準
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十

八
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
に

規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
処
理
対
象
人
員
が
五
〇
一
人
以
上

の
も
の
に
限
る
。)

病
院

自
動
車
整
備
業

写
真
業
又
は
写
真
現
像
・
焼
付
業

洗
濯
業(

前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
業

旅
館

飲
食
店

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業

共
同
調
理
場(

学
校
給
食
法(

昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号)

第
五

条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。)

空
瓶
卸
売
業

六
・
五 八

四
・
五

三
・
五

四
・
五

四
・
五

六
・
五

四
・
五

五
・
五

六
・
五 四 四

二
・
五 三 二 二 二 一 一 二 二 二

一
・
五 二

嫌
気
性
消
化
法
、
好
気
性
消
化
法
、

湿
式
酸
化
法
又
は
活
性
汚
泥
法
に

凝
集
処
理
法
を
加
え
た
方
法
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
、

二
と
す
る
。

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
に
定
め
る

構
造
を
有
す
る
し
尿
浄
化
槽
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
二
・
五
と
す

る
。

第
二
欄
に
規
定
す
る
表
に
定
め
る

構
造
を
有
す
る
し
尿
浄
化
槽
よ
り

高
度
に
し
尿
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
り
し
尿
を
処
理

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄

�
及
び�
の
値
は
、
二
と
す
る
。

水
を
処
理
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
あ
っ
て
は
、
第
三
欄�
及
び

�
の
値
は
、
四
・
五
と
す
る
。
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二
三
二

二
三
一

二
三
〇

二
二
九

二
二
八

二
二
七

二
二
六

二
二
五

二
二
四

二
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の

試
験
研
究
機
関(

水
質
汚
濁
防
止
法

施
行
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。)

地
方
卸
売
市
場

中
央
卸
売
市
場

と
畜
場

死
亡
獣
畜
取
扱
業

産
業
廃
棄
物
処
理
業(

前
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

廃
油
処
理
業

ご
み
処
理
業

四
・
五 三 四 七

二
・
五 三 一

一
・
五

一

一
・
五 二 二 二 一 一 一

そ

の

他

産

業

排

水

生

活

排

水

区

分

そ

の

他

産

業

排

水

生

活

排

水

区

分

そ

の

他

産

業

排

水

生

活

排

水

区

分

〇
・
六

〇
・
六

一
・
一

削
減
目
標
量(

ト
ン
／
日)

一
八 五

一
〇

削
減
目
標
量(

ト
ン
／
日)

六
一
八

一
八

削
減
目
標
量(

ト
ン
／
日)

〇
・
六

〇
・
六

一
・
三

(

参
考)平成

十
六
年
度
に
お
け
る
量

(

ト
ン
／
日) 一

九 五
一
〇

(

参
考)平成

十
六
年
度
に
お
け
る
量

(

ト
ン
／
日) 六

一
九

二
二

(

参
考)平成

十
六
年
度
に
お
け
る
量

(

ト
ン
／
日)

公

示

○
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
総
量
削
減
計
画
の
決
定

水
質
汚
濁
防
止
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号)

第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
総
量
削
減
計

画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

こ
の
総
量
削
減
計
画
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施

行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号)

別
表
第
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
、
平
成

十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削

減
基
本
方
針(

伊
勢
湾)

に
定
め
ら
れ
た
削
減
目
標
量
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
。

一

削
減
の
目
標

平
成
二
十
一
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
発
生
源
別
の
削
減
目
標
量
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
発
生
源
別
の
削
減
目
標
量

２

窒
素
含
有
量
に
係
る
発
生
源
別
の
削
減
目
標
量

３

り
ん
含
有
量
に
係
る
発
生
源
別
の
削
減
目
標
量

二

削
減
目
標
量
の
達
成
の
た
め
の
方
途
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平
成
二
十
一
年
度

年

度

二
、
〇
〇
三

行

政

人

口

(

千
人)

一
、
一
五
六

【
七
七
四
】

処

理

人

口
(

千
人)

１

生
活
系
排
水
対
策

伊
勢
湾
の
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
た
め
に
は
、
工
場
・
事
業
場
排
水
は
も
と
よ
り
、
汚
濁

負
荷
割
合
の
大
き
い
生
活
排
水
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
市
町
村
等
と
協
力
し
な
が
ら
、
下
水
道
、
浄
化
槽
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
等
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
考
慮
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
各
種
生
活
排
水
処

理
施
設
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
排
水
処
理
の
高
度
化
の
促
進
並
び
に
適
正
な
維
持
管
理
の

徹
底
等
の
生
活
排
水
対
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も

の
と
す
る
。

一�
下
水
道
の
整
備
等

下
水
道
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
県
・
各
市
町
村
の
下
水
道
整
備
計
画
に
基
づ
き
目
標
年
度
ま

で
に
表
に
掲
げ
る
処
理
人
口
を
目
標
に
そ
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
水
洗
化
の
促
進
等

を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
下
水
道
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
維
持
管
理
の
徹
底
に
よ
り
排
水
水
質
の
安
定
及

び
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
高
度
処
理
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
閉
鎖
性
水
域
で
あ
る
伊
勢
湾

の
富
栄
養
化
防
止
等
を
目
的
に
、
そ
の
実
施
を
図
る
も
の
と
す
る
。

合
流
式
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
越
流
水
の
現
状
把
握
に
努
め
、
そ
の
改
善
を
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

表

下
水
道
整
備
計
画

備
考

【

】
内
は
、
高
度
処
理
人
口
を
示
す(

内
数)

。

二�
そ
の
他
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
等

浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
整
備
事
業
費
補
助
制
度
の
活
用
等
に
よ
り
、
そ
の
整
備
を
促

進
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
、
浄
化
槽
法
等
に
基
づ
き
、
適
正
な
設
置
並
び
に

法
定
検
査
及
び
保
守
点
検
・
清
掃
の
徹
底
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
等
へ
の
転
換
を
促
進
し
、

生
活
雑
排
水
対
策
を
図
る
も
の
と
す
る
。

農
業
集
落
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
整
備
、
促
進
を
図
る

も
の
と
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
き
、

そ
の
整
備
、
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

し
尿
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
き
、
整
備
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
徹
底
及
び
高
度
処
理
の
導
入
に
よ
り
、
排
水
水
質

の
安
定
及
び
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三�
一
般
家
庭
に
お
け
る
生
活
排
水
対
策

一
般
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
よ
る
汚
濁
負
荷
量
を
削
減
す
る
た
め
、
水
質
汚
濁
防
止
法
に

基
づ
き
市
町
村
と
協
力
し
、
従
来
か
ら
進
め
て
い
る
調
理
く
ず
、
廃
食
用
油
等
の
処
理
、
洗
剤

の
適
正
使
用
等
、
各
家
庭
で
で
き
る
発
生
源
対
策(

ブ
ル
ー
リ
バ
ー
作
戦)

の
一
層
の
推
進
を

図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
特
に
生
活
排
水
対
策
の
実
施
が
必
要
な
地
域
を
生
活
排
水
対
策
重
点
地
域
と
し
て
指

定
し
、
計
画
的
、
総
合
的
な
生
活
排
水
対
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

産
業
系
排
水
対
策

一�
総
量
規
制
基
準
の
設
定

指
定
地
域
内
事
業
場(

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
の

特
定
事
業
場
で
、
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
は
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
の
た
め
に
採
ら
れ
た
取
り
組
み

と
そ
の
難
易
度
、
原
材
料
等
の
使
用
の
実
態
、
排
水
処
理
技
術
水
準
の
動
向
、
費
用
対
効
果
、

除
去
率
の
季
節
変
動
等
を
考
慮
し
、
公
平
性
の
確
保
に
努
め
な
が
ら
適
切
な
総
量
規
制
基
準
を

定
め
、
そ
の
遵
守
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

新
・
増
設
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
既
設
の
施
設
に
比
べ
、
よ
り
高
度
な
技
術
の
導
入
が
可
能

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
別
の
総
量
規
制
基
準
を
設
定
し
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の

と
す
る
。

Cc
等
の
値
等
に
つ
い
て
は
、｢

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業

種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲｣

(

平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
四
号)

、

｢
窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と

の
範
囲｣

(

平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
五
号)

及
び｢

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総

量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲｣

(

平
成
十
八
年
環
境

省
告
示
第
百
三
十
六
号)

に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
、
一
部
の
業
種
等
に
つ
い
て
は
、
排
水
量

等
に
よ
り
区
分
し
、
業
種
等
の
実
態
を
考
慮
し
て
適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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二�
総
量
規
制
基
準
の
適
用
さ
れ
な
い
事
業
場
等
に
対
す
る
対
策

総
量
規
制
基
準
の
適
用
さ
れ
な
い
工
場
・
事
業
場
の
う
ち
、｢

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く

排
水
基
準
を
定
め
る
条
例｣

(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

及
び｢

岐
阜
県
公

害
防
止
条
例｣

(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
排
水
規
制
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
立
入
検
査
、
水
質
検
査
等
を
行
い
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
に
つ
い
て
の

指
導
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
指
定
地
域
内
の
日
排
水
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
排
出
水
の
実
態
等
を
考
慮
し
、｢

小
規
模
事
業
場
排
水
対
策
マ
ニ
ュ

ア
ル｣

(

平
成
十
三
年
三
月
環
境
省
環
境
管
理
局)

等
に
基
づ
き
、
適
正
な
排
水
処
理
に
つ
い

て
啓
発
等
を
行
い
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
に
努
め
る
。

さ
ら
に
、
排
水
規
制
の
適
用
を
受
け
な
い
工
場
・
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
排
出
水
の
特
性
に

つ
い
て
、
そ
の
実
態
の
把
握
に
努
め
、
適
正
な
排
水
処
理
、
そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
を
削
減
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
、
指
導
、
啓
発
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
に
係
る
対
策

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
発
生
特
性
を
踏
ま
え
、
き
め
細
か
な
対

策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
発
生
源
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
汚
濁
負
荷
の
実
態
に
応
じ
た
削
減

努
力
を
促
し
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

一�
農
地
か
ら
の
負
荷
削
減
対
策

｢

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

(

平
成
十
一
年
法
律
第

百
十
号)

に
基
づ
く
環
境
保
全
型
農
業
や
、
本
県
独
自
の
制
度
で
あ
る｢
ぎ
ふ
ク
リ
ー
ン
農
業

(

農
薬
及
び
化
学
肥
料
を
そ
れ
ぞ
れ
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
削
減)｣

の
推
進
等
を
通
じ
て
化
学

肥
料
の
施
用
量
の
低
減
と
堆
肥
等
の
適
正
使
用
等
に
よ
り
、
農
地
に
由
来
す
る
汚
濁
負
荷
量
の

削
減
を
図
る
も
の
と
す
る
。

二�
畜
産
排
水
対
策

畜
産
排
水
に
つ
い
て
は
、｢

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律｣

(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号)

及
び｢

岐
阜
県
畜
産
経
営
環
境
保
全
対
策
指
導
方

針｣
(

昭
和
四
十
九
年
五
月
二
十
二
日
制
定)

等
に
基
づ
き
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
な
処
理

を
推
進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
家
畜
排
せ
つ
物
に
由
来
す
る
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
も
の

と
す
る
。

三

そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
の
削
減
に
関
し
必
要
な
事
項

１

河
川
底
質
汚
泥
の
除
去
等

河
川
の
底
質
汚
泥
に
よ
る
水
質
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
汚
泥
の
除
去
の
た

め
の
し
ゅ
ん
せ
つ
等
を
行
う
も
の
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
河
川
の
自
然
環
境
の
保
全
・
回
復
措
置
を

行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
河
川
直
接
浄
化
施
設
等
の
整
備
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

監
視
体
制
の
整
備

公
共
用
水
域
の
水
質
汚
濁
の
状
況
及
び
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
有
効
か

つ
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
た
め
、
公
共
用
水
域
の
水
質
監
視
、
指
定
地
域
内
事
業
場
に
対
す
る
立

入
検
査
の
実
施
及
び
そ
の
他
の
発
生
源
に
対
す
る
指
導
等
、
効
果
的
な
監
視
体
制
の
充
実
を
図
る

も
の
と
す
る
。

３

教
育
、
啓
発
等

水
質
総
量
規
制
を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
に
は
、
関
係
市
町
村
、
事
業
者
及
び
県
民
の
理
解

と
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
総
量
規
制
の
主
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
広
報

紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
、
正
し
い
理
解
を
求
め
、
協
力
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

汚
濁
負
荷
量
の
削
減
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者
に
対
し
て
は
、
団
体
が
実
施
す
る
研
修
会
等
を
通
じ
、
本
計
画
の
主
旨
及
び
内
容
の
周

知
徹
底
に
努
め
、
総
量
規
制
基
準
の
遵
守
及
び
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
の
た
め
の
努
力
と
協
力
を
要

請
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
県
民
に
対
し
て
は
、
家
庭
で
で
き
る
浄
化
対
策
の
実
践
等
に
努
め
る
よ
う
啓
発
等
を
行

う
と
と
も
に
、
児
童
、
生
徒
に
対
し
て
は
、
学
校
教
育
の
中
で
水
質
保
全
に
対
す
る
正
し
い
知
識

が
得
ら
れ
る
よ
う
、
水
質
保
全
意
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

調
査
研
究
体
制
の
整
備

本
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
排
水
処
理
技
術
の
向
上
、
水
質
汚
濁
機
構
の
解
明
、
汚
濁

負
荷
量
の
的
確
な
把
握
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

水
使
用
適
正
化
の
推
進

水
使
用
の
適
正
化
は
、
水
資
源
の
保
全
と
と
も
に
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
に
も
資
す
る
こ
と
か

ら
、
一
層
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

６

中
小
企
業
者
等
へ
の
助
成
措
置
等

中
小
企
業
者
等
に
対
し
、
改
善
等
に
対
す
る
資
金
の
助
成
及
び
技
術
指
導
に
努
め
、
水
質
汚
濁

防
止
施
設
の
整
備
等
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。
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